
告 示

�愛媛県告示第１５５４号
製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱（平成８年２月愛媛県告示第１９２号）の一部を次のように改正し、

平成１９年１１月１日から施行する。

改正後の製造の請負等に係る競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する要綱の規定は、平成２０年度以後の製造の請負等に係る競争入

札に参加する者に必要な資格及び資格審査について適用し、平成１９年度の製造の請負等に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び資格

審査については、なお従前の例による。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（資格）

第２条 前条に規定する競争入札に参加することができる者は、次

に掲げる項目について知事の審査を受け、適格と認められた者と

する。

�～� 省略

� 創業・設立の年月日

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、国内に事務所又は事業所を有しない者にあっては、第３

号から第５号までに掲げる書類を添付しないことができる。

�～� 省略

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間に行

った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 株主資本等変動計算書

（資格の効力）

第５条 資格は、平成２０年度を初年度とする毎３年度を単位として、

当該毎３年度の製造の請負等に係る競争入札について効力を有す

（資格）

第２条 前条に規定する競争入札に参加することができる者は、次

に掲げる項目について知事の審査を受け、適格と認められた者と

する。

�～� 省略

� 次条第１項ただし書に規定する別に定める期間の末日の属す

る年の１月１日の前日までの営業年数

（資格審査の申請）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

ただし、国内に事務所又は事業所を有しない者にあっては、第３

号から第５号までに掲げる書類を添付しないことができる。

�～� 省略

� 次に掲げる財務に関する書類（審査基準日の直前２年間に行

った決算に係るものに限る。）

ア・イ 省略

ウ 利益金処分計算書

（資格の効力）

第５条 資格は、平成８年度を初年度とする毎２年度を単位として、

当該毎２年度の製造の請負等に係る競争入札について効力を有す
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�愛媛県告示第１５５５号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３項の規

定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������

る。

様式第２号（第３条関係） 営業経歴書

る。

様式第２号（第３条関係） 営業経歴書

省略 省略

�省略 �省略

④

創業又は設

立の年月日
年 月 日

④

営 業 年

数

創業・

設立
年 月 日

現組織

への変

更

年 月 日

休業・

転廃業

期間

年 月 日から

年 月 日まで

年 月

実営業

年数
年 月

⑤

自己資本額
区 分 直 前 決 算 時

⑤

自 己 資

本額

区 分 直前決算時
剰余（欠損）

金処分
計

（ う ち 外 国 資 本 ）

払 込 資 本 金
千円

（うち外国資本）

払 込 資 本 金
千円 千円 千円

準 備 金 準 備 金

積 立 金 積 立 金

繰 越 （ 欠 損 ） 金 繰越（欠損）金

計 計

� 省

略

� 省

略

省略 省略

注 省略 注 省略

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 砂 原 � � 今治市東村三丁目２番３０号

〃 日 浅 哲 也 今治市上徳乙２６３番地の３

〃 越 智 三 俊 今治市松木１３０番地の１

〃 加 藤 貢 今治市喜田村五丁目５番１２号

〃 橘 常 雄 今治市五十嵐甲４１７番地

〃 益 田 正 夫 今治市四村１９０番地２

〃 宇 � 昇 今治市徳重２９０番地の３

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

桜井石油株式会社
代表取締役 山岡 将人 今治市長沢甲１２５０番地 平成１９年

７月３１日

〃 本 宮 喜美男 今治市中寺６７４番地

〃 益 田 敏 和 今治市中寺３５３番地

〃 長 岡 敏 雄 今治市新谷甲１２０７番地

〃 阿 部 � 男 今治市新谷甲１０８２番地

〃 山 本 順 也 今治市高橋甲１０８０番地

〃 越 智 光 郎 今治市高橋甲１０６７番地第１

〃 岡 本 時 平 今治市高橋甲１４１番地

〃 正 岡 敏 朗 今治市高橋甲６８２番地１

〃 長 野 幸 造 今治市別名７２１番地の１

〃 加 藤 政 則 今治市小泉一丁目７番２３号

〃 三 橋 � 今治市馬越町二丁目５番２５号

〃 玉 井 惇 夫 今治市片山二丁目９番２２号

〃 達 川 和 之 今治市山路４６７番地第２

〃 長 島 清 志 今治市大正町七丁目１番３号

〃 真 木 孝 悦 今治市高地町一丁目甲１７２０番地の２

〃 門 岡 信 光 今治市南日吉町一丁目２番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町二丁目３番地の１

〃 山 下 冨士夫 今治市宮下町三丁目甲１７０１番地

〃 矢 野 典 明 今治市石井町一丁目１０番９号

〃 矢 野 昭 博 今治市石井町二丁目４番５３号

〃 砂 田 虎 善 今治市八町西五丁目１番２６号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂二丁目３番４７号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町三丁目１番１８号

〃 森 昭 � 今治市横田町一丁目２番３０号

〃 小 川 顯一郎 今治市土橋町一丁目６番３号

監 事 正 岡 俊 雄 今治市上徳乙７１番地６

〃 友 澤 英 夫 今治市小泉二丁目７番３６号

〃 玉 井 思 今治市北日吉町二丁目９番１４号

〃 小 川 晴 夫 今治市土橋町二丁目４番３号

愛 媛 県 報
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退 任

�������
�愛媛県告示第１５５７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市荏原地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１５５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

肱川町土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第１５５９号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・魚成地区）の施行は、適当と認められるの

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 砂 原 � � 今治市東村三丁目２番３０号

〃 越 智 亀 義 今治市上徳甲３８９番地１

〃 越 智 三 俊 今治市松木１３０番地の１

〃 加 藤 貢 今治市喜田村五丁目５番１２号

〃 � 垣 要 今治市五十嵐甲３４９番地

〃 益 田 正 夫 今治市四村１９０番地２

〃 宇 � 昇 今治市徳重２９０番地の３

〃 本 宮 喜美男 今治市中寺６７４番地

〃 益 田 敏 和 今治市中寺３５３番地

〃 長 岡 敏 雄 今治市新谷甲１２０７番地

〃 西 原 保 房 今治市新谷甲１１７１番地

〃 山 本 順 也 今治市高橋甲１０８０番地

〃 越 智 光 郎 今治市高橋甲１０６７番地第１

〃 岡 本 時 平 今治市高橋甲１４１番地

〃 正 岡 敏 朗 今治市高橋甲６８２番地１

〃 長 野 正 志 今治市別名２４０番地

〃 加 藤 政 則 今治市小泉一丁目７番２３号

〃 宇 � 和 夫 今治市馬越町三丁目２番４７号

〃 小 川 重 � 今治市片山一丁目６番８号

〃 達 川 和 之 今治市山路４６７番地第２

〃 長 島 清 志 今治市大正町七丁目１番３号

〃 真 木 孝 悦 今治市高地町一丁目甲１７２０番地の２

〃 門 岡 信 光 今治市南日吉町一丁目２番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町二丁目３番地の１

〃 山 下 冨士夫 今治市宮下町三丁目甲１７０１番地

〃 矢 野 典 明 今治市石井町一丁目１０番９号

〃 矢 野 昭 博 今治市石井町二丁目４番５３号

〃 砂 田 鹿 嘉 今治市八町西五丁目１番５５号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂二丁目３番４７号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町三丁目１番１８号

〃 森 昭 � 今治市横田町一丁目２番３０号

〃 小 川 顯一郎 今治市土橋町一丁目６番３号

監 事 阿 部 亀久男 今治市上徳甲１７７番地２

〃 柳 � 壽 則 今治市別名８４４番地

〃 玉 井 思 今治市北日吉町二丁目９番１４号

〃 小 川 晴 夫 今治市土橋町二丁目４番３号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 平 岡 秀 明 松山市東方町甲９６０番地４

〃 名 越 政 興 松山市津吉町２６１番地１

〃 篠 浦 将 七 松山市中野町甲３６３番地

〃 三 好 晶 一 松山市小村町２９６番地２

〃 溝 田 治 美 松山市大橋町９４番地

〃 吉 川 清 春 松山市小村町２８８番地１

〃 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０番地

〃 栗 原 慎 一 松山市上野町甲１００１番地１

〃 渡 部 振 介 松山市西野町甲１６４番地１

〃 鈴 木 一 男 松山市恵原町甲１５００番地２

監 事 古 川 寛 教 松山市東方町甲４３５番地３

〃 西 田 昌 幸 松山市恵原町甲５３６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 野 中 弘 松山市東方町甲１２６４番地

〃 松 田 惇 松山市東方町甲１１９５番地

〃 永 山 幹 雄 松山市津吉町５４５番地

〃 石 橋 勝 年 松山市津吉町７２５番地

〃 森 俊 明 松山市中野町甲１１９７番地

〃 篠 浦 将 七 松山市中野町甲３６３番地

〃 三 好 晶 一 松山市小村町２９６番地２

〃 末 松 齊 松山市大橋町３３９番地２

〃 舛 岡 保 一 松山市上川原町甲１５０９番地１

〃 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０番地

〃 栗 原 慎 一 松山市上野町甲１００１番地１

〃 玉 木 寅 行 松山市恵原町甲２９６番地２

〃 西 田 昌 幸 松山市恵原町甲５３６番地

〃 脇 坂 啓 一 松山市西野町甲１４８番地

監 事 柳之内 豊 松山市東方町甲２０２番地１

〃 高 見 一 弘 松山市上野町甲３０４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 和 大洲市肱川町予子林１９５９番地２

〃 宮 田 章 大洲市肱川町山鳥坂３３６番地

〃 土 居 貞 丸 大洲市肱川町宇和川１３５番地

〃 藤 田 幸 男 大洲市肱川町予子林２１３５番地

〃 冨 永 清 輝 大洲市肱川町山鳥坂３４２４番地

〃 山 下 道 教 大洲市肱川町予子林１４４５番地

〃 小 中 正 信 大洲市肱川町大谷２４８０番地

監 事 冨 永 利 彦 大洲市肱川町山鳥坂１３４１番地

〃 中 田 勇 男 大洲市肱川町名荷谷１８１５番地

愛 媛 県 報平成１９年１０月９日 第１９０３号
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で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

魚成地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１０月１０日から１１月６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所城川総合支所

�������
�愛媛県告示第１５６０号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・大西地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・大西

地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１０月１０日から１１月６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所野村総合支所

�������
�愛媛県告示第１５６１号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・西地区）の施行は、適当と認められるので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する

同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供す

る。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・西地

区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１０月１０日から１１月６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所野村総合支所

�������
�愛媛県告示第１５６２号
西予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・遊子谷地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお
いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

遊子谷地区）計画書の写し

� 西予市営土地改良事業分担金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年１０月１０日から１１月６日まで

３ 縦覧場所

西予市役所城川総合支所

�������
�愛媛県告示第１５６３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市菊間町松尾３８１の３、３９２の２、３９３の１０から３９３の１３

まで、３９４、３９５、３９６の２、４０２の２、４０３の２、４０４の２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

�愛媛県告示第１５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道 路 の 種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
松山市溝辺町甲２７８番１０から

同字溝辺町甲５０番８まで
平成１９年１０月９日

〃 〃
松山市上高野町甲１５１番２から

同市末町甲１３番１地先まで
〃

愛 媛 県 報平成１９年１０月９日 第１９０３号
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�愛媛県告示第１５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙４３９番５から

同町栗田乙７８２番２まで

旧 ６．３～１３．５ ０．１１２

新 １９．０～４３．０ ０．１１２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山砥部線
伊予市中山町栗田乙４３９番５から

同町栗田乙７８２番２まで
平成１９年１０月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地３５１番５から

同市谷５番耕地４９８番１まで

旧 ７．０～４７．０ ０．１５９

新 １０．６～４７．０ ０．１５９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 論田袋口線 喜多郡内子町立山２０２２番地先

旧 ４．０～４．２ ０．０２７

新 ４．０～７．６ ０．０２７

愛 媛 県 報平成１９年１０月９日 第１９０３号

１１０９



��������������

��������������

��������������

公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年１０月９日

１ 入札に付する事項

� 件名

Ｘ線断層撮影装置（ＣＴ）の借入れ

� 借入物品名及び数量

Ｘ線断層撮影装置（ＣＴ）１式（使用にあたり必要な付帯装

置、搬入、据付け、調整、設置等１式を含む）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２０年３月１日から平成２６年２月２８日まで

� 借入場所

愛媛県立子ども療育センター

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

�愛媛県告示第１５７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年１０月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町大瀬中央７２８番２から

同町大瀬中央７２９番３まで

旧 ５．０～７．１ ０．０２２

新 １４．２～２６．４ ０．０２２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大瀬川中線
喜多郡内子町大瀬中央７２８番２から

同町大瀬中央７２９番３まで
平成１９年１０月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑甲１２１１番６から

同町緑甲１１３９番２まで

旧 ４．０～２９．４ ０．３４０

新 １５．０～７２．６ ０．３４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑甲１２１１番６から

同町緑甲１１３７番地先まで
平成１９年１０月９日

愛 媛 県 報平成１９年１０月９日 第１９０３号
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正 誤

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１８年度及

び平成１９年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期限の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立子ども療育センター事務局

〒７９１―０２１２

愛媛県東温市田窪２１３５番地

電話（０８９）９５５―５５３０

� 入札書の受領期限

平成１９年１１月１９日（月）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年１１月１９日（月）午前１０時

愛媛県立子ども療育センター１階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札書の提出に先立

って提出しなければならない。

なお、愛媛県立子ども療育センター所長から当該書類の内容

に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県立子ども療育セ

ンター所長が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 １３

３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最

低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computed

Tomography System（CT），１ set

� Time limit of tender：１０：００a．m．，１９November ２００７

� For further information, please contact： Secretariat,Ehime

Rehabilitation Center for Children，２１３５Tanokubo，Toon，Ehime

７９１―０２１２ Japan

TEL ０８９―９５５―５５３０

�正 誤

平成１９年９月２５日付け第１８９９号愛媛県告示第１５１９号（道路の位置

の指定）中

ページ 箇 所 誤 正

９９７ １ 道路の位
置 本文中 ４１９１盤７ ４１９１番７

平成１９年１０月９日 発行
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